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令和３年度 

キャリアアップ助成金 

 

 

◆正社員化コースとは 

 キャリアアップ助成金正社員化コースは雇用

されてから 6 か月以上 3 年未満の有期雇用契

約社員を正社員に転換し、転換後の賃金を

転換前の賃金よりアップすることで申請ができ

ます。受給額は中小企業で1人57万円（生産

性向上要件に該当したときは 72 万円）です。 

 対象となる有期契約社員の主な条件は、 

①正社員転換後は雇用保険に加入している

こと 

②社会保険に加入していること（強制加入被

保険者の場合） 

③事業主又は取締役の 3 親等以内の親族以

外であること 

 

◆令和 3 年度の 3 つの変更点 

（1）正社員への転換時の賃金アップ率が「5％

以上」から「3％以上」へ引下げ 

 キャリアアップ助成金正社員化コースは正社

員転換後の 6 か月間の賃金総額が転換前 

直近 6 か月間の賃金総額から 5％以上アップ

することが必要でしたが、令和 3 年 4 月からの

転換については 3％以上のアップでよくなりま

した。率が引き下げられたので転換時の   

ハードルが少し低くなりました。 

 

(2)賃金総額に賞与は不算入 

 従来、賃金アップの総額には正社員期間に

支給された賞与も加算することが可能でした

が、4 月以降の転換では認められなくなりまし

た。したがって基本給とその他の固定的手当

で 3％以上の賃金アップが必要になります。 

 3％アップに含まれない手当は①実費補填、②毎月

の状況で変動するもの、③賞与、以上は名称にかか

わらず含められません。 

 代表例としては通勤手当、住宅手当、歩合給、  

精皆勤手当、無事故手当、食事手当、休日手当、 

時間外手当、固定残業手当（転換後の賃金の固定

残業代を減らしたときは、固定残業代を含めた賃金

が 3％以上のアップになってないと支給対象外になり

ます） 

 

(3)新たに正社員制度を規定し短時間正社員に転換

した場合は助成金を加算 

 フルタイムの正社員を転換したときと助成額は同じ

ですが、新たに短時間正社員制度を設けて転換した

場合、1 事業所 1 回のみ中小企業で 9 万 5000 円（生

産性向上要件該当で 12 万円）が加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


